
平成２７年

第１回市議会定例会 議案第３５号

函館市職員退職手当条例の一部改正について

函館市職員退職手当条例の一部を改正する条例を次のように定める。

平成２７年２月２６日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

函館市職員退職手当条例の一部を改正する条例

函館市職員退職手当条例（昭和５９年函館市条例第５号）の一部を次

のように改正する。

第３条第２項各号列記以外の部分中「次条第２項ならびに第５条第１

項」を「以下この項，次条第２項ならびに第５条第１項第４号」に改め

る。

第７条の４第１項第１号中「５万４，１５０円」を「７万４００円」

に改め，同項第２号中「５万円」を「６万５，０００円」に改め，同項

第３号中「４万５，８５０円」を「５万９，５５０円」に改め，同項第

４号中「４万１，７００円」を「５万４，１５０円」に改め，同項第５

号中「３万３，３５０円」を「４万３，３５０円」に改め，同項第６号

中「２万５，０００円」を「３万２，５００円」に改め，同項第７号中

「２万８５０円」を「２万７，１００円」に改め，同項第８号中「１万

６，７００円」を「２万１，７００円」に改め，同条第４項第１号を削

り，同項第２号中「前号」を「第１項」に改め，同号を同項第１号とし，

同項第３号を同項第２号とし，同項第４号中「第１号」を「第１項」に

改め，同号を同項第３号とし，同項第５号を同項第４号とする。

第１１条の２第９項第４号中「除く」の後ろに「。第１１項第２号に

おいて同じ」を加え，同条第１１項第２号中「（第９項第４号に規定す

る故意または重大な過失によらないで管理または監督に係る職務を怠つ

た場合における懲戒処分を除く。）」を削り，同条第１６項第３号中「

前項」を「第１３項もしくは前項」に改め，同項第４号中「第９項第４



号に規定する」を削る。

附則第１３項中「第６３条第２項」を「第５０条の１０第２項」に改

める。

附 則

この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

（提案理由）

退職手当の調整額を改定し，および独立行政法人通則法等の一部改正

に伴う規定の整備等をするため


